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桶川市多子世帯保育料軽減事業実施要綱  

（平成２７年桶川市告示第１５３号）  

（目的）  

第１条  この要綱は、埼玉県多子世帯保育料軽減事業実施要綱（平成２７

年７月８日少子第４４７号埼玉県福祉部長通知）第１条に規定する目的

に基づき、保育所等に入所する第３子以降の児童の保育料を免除するこ

とにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を

図ることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において「保育所等」とは、次の各号に掲げるいずれか

に該当するものをいう。  

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）

第２条第６項の認定こども園で子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号。以下「法」という。）第２７条第１項の規定により市長

の確認を受けたもの  

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項の保育所

（認定こども園法第３条第１項の認定を受けたもの及び同条第１１項

に規定する公示がなされたものを除く。）で法第２７条第１項の規定

により市長の確認を受けたもの  

(3) 法第２９条第１項の特定地域型保育事業者  

２  この要綱において「多子世帯」とは、原則として、３人以上の子ども

が同居している世帯をいう。  

３  この要綱において「対象児童」とは、次の各号に掲げる要件を全て満

たす者とする。  

(1) 保育所等を利用している児童であること。  

(2) 多子世帯の子どものうち、第３子以降に該当する子どもであること。 
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(3) 法第２７条第１項の特定教育・保育（以下「特定教育・保育」とい

う。）又は法第２９条第１項の特定地域型保育（以下「特定地域型保

育」という。）が行われた年度の初日の前日において満３歳に達して

いない児童であること。  

(4) 次のいずれかに該当する児童であること。  

ア  法第２０条第３項の規定により市が行う法第１９条第１項第３

号に掲げる者に対する認定（以下「３号認定」という。）を受け、

特定教育・保育を受けた児童（３号認定を受けた日以後、利用調整

により特定教育・保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内

に満３歳に達し、法第２０条第３項の規定により市が行う法第１９

条第１項第２号に掲げる者に対する認定（以下「２号認定」という。）

を受けた日以後の最初の３月３１日までの間に特定教育・保育を受

けた児童を含む。）であること。  

イ  ３号認定を受け、特定地域型保育を受けた児童（３号認定を受け

た日以後、利用調整により特定地域型保育を受けられなかった期間

中又は受けた年度内に満３歳に達し、２号認定を受けた日以後の最

初の３月３１日までの間に特定地域型保育を受けた児童を含む。）

であること。  

４  この要綱において「保育料」とは、次の各号に掲げる額とする。  

(1) 法第２７条第３項第２号の規定により市が定める額  

(2) 法第２９条第３項第２号の規定により市が定める額  

(3) 法附則第６条第４項の規定により市長が定める額  

（事業内容）  

第３条  市は、対象児童の保護者からの次条第１項の規定による申請に基

づき、桶川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額に関する規則（平成２７年桶川市規則第７号。以下「規則」という。）

第５条第１項第３号に規定する市長が特別な理由があると認めるものと
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して、対象児童に係る当該年度に納付すべき保育料を全部免除するもの

とする。  

（免除申請）  

第４条  保護者は、この要綱に基づく免除を受けようとするときは、規則

第５条第２項の規定により市長に申請しなければならない。この場合に

おいて、当該保護者は、多子世帯状況報告書（別記様式）を同項に規定

する申請書に添付しなければならない。  

２  前項の規定による申請は、市長が別に定める日までに行わなければな

らない。  

 （免除決定）  

第５条  市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、規則第５

条第３項の規定により、その結果を当該申請をした者に通知するものと

する。  

（その他）  

第６条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

附  則  

 この告示は、公示の日から施行し、平成２７年４月１日以後の保育料に

ついて適用する。  

附  則  

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。  


